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▲ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編（平成11年経企第35号） 
実施 平成11年７⽉１⽇ 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 共通編（平成11年経企第35号） 
実施 平成11年７⽉１⽇ 

  
 附 則（令和３年６⽉17⽇ ＤＰＳ企第00795589号） 
 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和３年７⽉１⽇から実施します。 
 （経過措置） 

２ 別冊（オープンコンピュータ通信網サービス（第２種オープンコンピュータ通信網サ
ービスを除きます））料⾦表第１表（料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。））第１（利
⽤料⾦）４（第６種契約に係るもの）４－２－７（電話リレーサービス料）の備考欄の期
間について、令和３年度においては、令和３年７⽉利⽤分から起算して適⽤するものと
します。 

 ３ 当社は、この改正規定により適⽤を開始する電話リレーサービス料に関し、次に掲げ
る第6種オープンコンピュータ通信網サービスについても適⽤します。 
(1) ＮＳオ第200163号（平成24年８⽉27⽇付）の附則２に係るもの 
(2) ＮＳオ第00607161号（令和２年２⽉21⽇付）の附則２に係るもの 
(3) ＤＰＳサ第00785799号（令和３年５⽉19⽇付）の附則２に係るもの 
 

  
 


